
平成３１年度：ＮＰＯ関連予算総括表
〔復興（震災・原発事故）関連事業〕

平成31年2月27日



省庁名 文部科学省

○ 生涯学習分野

連番 事業名
新・継
区分

施策・事業概要
31年度予算額

（百万円）
30年度予算額

（百万円）
補助率
上限額

実施主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口
30年度

NPOへの実績
備考

1

被災者支援総合交付金
（仮設住宅の再編等に係る
子供の学習支援によるコミュ
ニティ復興支援事業）

継続

　震災の影響で学習環境が十分でない地域の
子供を中心に、地域と学校の連携・協働による
学習支援等を実施することにより、被災地にお
ける子供の学習環境の整備や仮設住宅内、ま
た、仮設住宅とその周辺地域とを結ぶコミュニ
ティの復興促進を図る。

（17,661の内数） （19,016の内数） 10分の10

岩手県、宮城県、
福島県及び３県
内の指定都市と
中核市並びに国
立大学法人地方
公共団体等

-
地方公共団体等
において公募

文部科学省総合
教育政策局地域
学習推進課
03-5253-4111
(内3260）

3地方公共団体に
おいて、3のＮＰＯ
法人に事業の一
部を委託

【頁1】
実施主体である地方
公共団体が、一部業
務をNPO法人等に委
託という形で事業を実
施することも可能。

2

被災者支援総合交付金（福
島県の子供たちを対象とす
る自然体験・交流活動支援
事業）

継続
　福島県内の子供を対象として、学校や社会
教育団体等が実施する自然体験活動や県内
外の子供たちとの交流活動を支援する。

（17,661の内数） （19,016の内数） 10分の9 福島県 未定
福島県において
公募

福島県社会教育
課
024-521-7788

採択件数：986件
（学校や社会教育
団体等）

【頁2】

○ 初等中等教育分野

連番 事業名
新・継
区分

施策・事業概要
31年度予算額

（百万円）
30年度予算額

（百万円）
補助率
上限額

実施主体 公募スケジュール 申請方法 照会窓口
30年度

NPOへの実績
備考

3
緊急スクールカウンセラー等
活用事業

継続

　被災した幼児児童生徒・教職員の心のケア
や、教職員・保護者等への助言・援助、学校教
育活動の復興支援、福祉関係機関との連携調
整等様々な課題に対応するため、自治体等に
対し、スクールカウンセラー等を活用する経費
を支援する。

2,378 2,450 10分の10 地方公共団体等 -
初等中等教育局
児童生徒課にお
いて公募

文部科学省初等
中等教育局児童
生徒課
03-5253-4111
（内2905）

採択件数：37件
（地方公共団体
等）
（うちNPO法人：0
件）

【頁3】
NPO等民間事業者に
ついては、被災地方
公共団体との連携強
化の観点から、被災
地方公共団体からの
再委託という形で事
業を実施することが可
能。

合計  -  -

2,378
（内数事業を除く）

（増減額：△72）

（増減率：△2.9%）

2,450
（内数事業を除く）

 -  -  -  -  -  -  -

復興（震災・原発事故）関連事業 平成３１年度：ＮＰＯ関連予算総括表

平成31年度
NPO関連予算の特徴

・事業数は平成30年度と同じ3事業であり、すべて継続事業となっている。
・予算額は平成30年度は2,450百万円、平成31年度は2,378百万円となっている。
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仮設住宅の再編等に係る子供の学習支援によるコミュニティ復興支援事業

震災の影響で学習環境が十分でない地域の子供を中心に、地域と学校の連携・協働による学習支援等
を実施し、子供の学習環境の整備やコミュニティの復興促進を図る。

子供への学習支援活動は、それを支援する地域の大人の学びの場にもなり、地域コミュニティ全体が活性化。

【東日本大震災復興特別会計】

（前年度予算額 １９０億円の内数）

２０１９年度予算額（案） 被災者支援総合交付金 １７７億円の内数

・東日本大震災から８年が経過し、これまで様々な学習支援等を展開してきたが、仮設住宅等における生活を強いられている地域や帰還実施の
地域等の中には、未だ学習環境が十分でないところがある。
・避難した住民同士や、避難した住民と避難先及びその周辺地域の住民によって築かれる地域コミュニティは未だ希薄化や分断化されている。
・避難指示解除等に伴い、帰還した地域のコミュニティの再構築が求められている。

現状と
課題

子供たちの学習環境が好転

「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針（平成28年3月11日閣議決定）（抜粋）
２－（１）被災者支援（健康・生活支援）
・被災者の移転に伴うコミュニティ形成や既存のコミュニティとの融合を引き続き支援する。
・被災地の子どもが心身ともに健やかに育成されるよう総合的に支援するとともに、就学支援や学習支援を通じ
て被災した子どもが安心して学ぶことができる教育環境の確保に取り組む。

【 平成30年度 事業実績】
・地域学校協働本部 254 本部 ・地域未来塾 146 か所 ・放課後子供教室 295 教室 ・外部人材による教育活動 149 教室 ・家庭教育支援 266 チーム

・被災地の課題に応える学習支援等の企画・提案を行う。
・学校再開等に伴う新たな学習支援活動を確立する。

・放課後や週末等に学習支援等を行う。
・地域の特色を取り入れた学習やスポーツ活動を
展開する。
・ICT等を活用した無償の学習塾を実施する。

仮設住宅の地域住民等の参画の場
や子供たちの学びの場づくり

被災地の実状・ニーズに
基づいた活動の展開

仮設店舗で
の体験学習

被災地域
での交流

防災
教育

語り部
活動

ふるさと
創生

被災者支援総合交付金（復興庁被災者支援班）

Ⅴ．子どもに対する支援
平成29年度より、必要な施策を統合した被災者支援総合交付金
へ再編。総合的支援の中での効率的な事業の実施を図る。

【市町村ごとに設置】
・被災地における課題解決に向け
ての「被災者支援に関する目
標」や「成果指標」
を作成。
・事業後に「被災者
支援に関する目標」
及び「成果指標」の達成状況
について分析・評価を実施。

地域学校協働
活動推進員

学習指導者・サポーター等

学習支援体制の整備

参画

連携・協働

地域住民・NPO・大学等

評価・検証委員会

評価・検証
学習支援の場
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福島県内の子供を対象として、学校や社会教育団体等が実施する自然体験活動や
県内外の子供たちとの交流活動を支援する。

福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業

（１）対象者 福島県内の幼児・児童生徒（小中学生）

（２）実施主体 福島県（教育委員会）

（３）対象事業 福島県内の学校または社会教育団体等が実施する以下の事業

○自然体験活動（キャンプ、ハイキング、自然観察、農林漁業体験等）
○福島県内と福島県外の幼児・児童生徒の交流活動

（４）補助対象経費 宿泊費、交通費、活動費

◆第８条

国は、支援対象地域で生活する
被災者を支援するため、（中略）
自然体験活動等を通じた心身の健
康の保持に関する施策（中略）
その他の必要な施策を講ずるものと
する。

（平成24年6月27日法律第48号）
東京電力原子力事故により被災した子どもを
はじめとする住民等の生活を守り支えるため
の被災者の生活支援等に関する施策の推進
に関する法律

子ども・被災者支援法

Ⅰ 2 (4) 被災者支援総合交付金の
予算確保等

（前略）各地域の被災者支援を取り巻く課
題に対応するため、（中略）交流活動など
の様々な施策を通して、被災者の生活再
建に向けた支援を行う必要があることから、
被災者支援総合交付金については、長期
にわたる予算の確保等を講じること。

（平成30年6月7日）
ふくしまの復興・創生に向けた提案・要望

福島県からの要望

事
業
内
容

Ⅱ 子供に対する支援の強化
（主な課題（抜粋））
①運動不足や、安心して外で遊べ

ないことによる肥満増加に対応。
③心身のケアが必要となっている

子どもを支える。

（主要な対応する施策）

・（中略）「福島県の子供たちを対
象とする自然体験・交流活動支援
事業」を平成２６年度から実施。

（平成25年12月13日）
被災者に対する健康・生活支援
に関する施策パッケージ

健康・生活支援施策パッケージ

趣
旨

【小・中学校】 ５１５件 （２６，４３９人） うち県外活動３件（５０人）
【幼稚園・保育所】 ４６４件 （５４，１２９人） うち県外活動１５８件（２３，５４４人）
【社会教育関係団体】 県外活動のみ５団体 （１０４人）

※平成２９年度実績

※平成２７年度から被災者健康・生活支援総合交付金（現在の被災者支援総合交付金）の取組の一つとして実施。

（前年度予算額：190億円の内数 ）
31年度予算案額：177億円の内数
（東日本大震災復興特別会計）

Ⅲ 被災者生活支援等施策に
関する基本的な事項

（中略）福島県の子どもの自然体験活
動への支援（中略）など、被災者の抱
える様々な課題にきめ細やかに、かつ
弾力的に対応するよう取り組む。

（平成27年8月25日）
被災者生活支援等施策の推進に関す
る基本的な方針

子ども・被災者支援法基本方針

- 2-



緊急スクールカウンセラー等活用事業
2019年度予算額（案）2,378百万円

(前年度予算額： 2,450百万円)
【東日本大震災復興特別会計】

・スクールカウンセラーの活用 ・スクールカウンセラーに準ずる者の活用 ・心のケアに資するためのソーシャルワーク、学習支援
臨床心理士、精神科医 等 相談業務経験者、教育分野の専門的知識を有する者 等

心のケア・助言・援助等及び
新たな課題への対応

○被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケアや、教職員・保護者等への助言・援助、学校教育活動の復興支援、福祉関係
機関との連携調整等様々な課題に対応するため、スクールカウンセラー等を活用する経費を支援する。〔補助率１０／１０〕

※平成２３～２７年度は、委託費として実施。平成２８年度からは、従来の委託費の方式を改め、新たに国庫補助の事業を創設するとともに、スクールカウンセラー等を学校等で
活用するなど、被災した幼児児童生徒や教職員の心のケアに資する取組を中心とした事業としている。

被災地域等

児 童 生 徒 等

保 護 者

地 域関 係 機 関

教 職 員
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